
種類 手数料 手数料

ひょう量 30 ｋｇ 以下 1,050円 

〃 100 ｋｇ 〃 1,250円 

〃 250 ｋｇ 〃 1,650円 

〃 500 ｋｇ 〃 2,050円 

〃 1 ｔ 〃 2,350円 

ひょう量 10 ｋｇ 以下 100円 

〃 10 ｋｇ 超 190円 

ひょう量 5 ｋｇ 以下 150円 

〃 20 ｋｇ 〃 190円 

〃 50 ｋｇ 〃 250円 

〃 100 ｋｇ 〃 340円 

〃 250 ｋｇ 〃 520円 

〃 500 ｋｇ 〃 900円 

〃 1 ｔ 〃 1,550円 

〃 2 ｔ 〃 2,450円 

〃 5 ｔ 〃 6,150円 

〃 10 ｔ 〃 7,750円 

〃 20 ｔ 〃 11,400円 

〃 30 ｔ 〃 14,150円 

〃 40 ｔ 〃 18,900円 手数料

〃 50 ｔ 〃 21,300円 

〃 50 ｔ 超 37,800円 

種類 手数料 手数料

表す質量 200 ｇ 以下 20円 

〃 200 ｇ 超 220円 

質量 5 ｋｇ 以下 20円 

〃 20 ｋｇ 〃 90円 

〃 20 ｋｇ 超 290円 

電気式

光電式

微流量燃料油メーター 590円 

簡易燃料油メーター 1,600円 

自動車等給油メーター（最大流量120Ｌ/min以下）

2,100円 
棒はかり
直線目盛

小型車載燃料油メーター

上記以外のもの

自動車等給油メーター（最大流量120Ｌ/min超） 2,300円 

2,600円 

大型車載燃料油メーター 3,400円 

液化石油ガスメーター

岩手県計量法関係手数料一覧（令和８年３月31日まで）

質量計・検定手数料 積算体積計・検定手数料

能力 種類

150円 

種類

タクシーメーター 700円 

装置検査手数料

定置燃料油メーター

血圧計手数料

アネロイド型血圧計

6,400円 

※　最小目盛又は表記された感量がひょう量の１万分の１未満のものは、当該金額の２倍の額
※　複目量はかり又は複合計量器は、それぞれのひょう量に応じた金額の合計額

能力

分銅

種類

おもり
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岩手県計量法関係手数料一覧（令和８年３月31日まで）

種類 手数料 種類 手数料

ひょう量 100 ｋｇ 以下 1,400円 

〃 250 ｋｇ 〃 1,800円 

ひょう量 1 ｋｇ 以下 3,350円 〃 300 ｋｇ 〃 2,200円 

〃 10 ｋｇ 〃 5,300円 

〃 50 ｋｇ 〃 7,800円 

〃 200 ｋｇ 〃 10,500円 

〃 500 ｋｇ 〃 14,000円 

ひょう量 100 ｋｇ 以下 500円 

〃 250 ｋｇ 〃 900円 

〃 300 ｋｇ 〃 1,500円 

表す質量 200 ｇ 以下 3,200円 

〃 200 ｇ 超 7,900円 

表す質量 5 ｋｇ 以下 640円 

〃 50 ｋｇ 〃 780円 

〃 50 ｋｇ 超 8,800円 

表す質量 5 ｋｇ 以下 480円 

〃 50 ｋｇ 〃 650円 

〃 50 ｋｇ 超 7,100円 

手数料

種類 手数料

全量 0.25 ｍ3 以下 13,600円 

〃 1 ｍ3 〃 34,000円 

ひょう量が500kgを超えるものは、14,000円に500ｋｇまでを増
すごとに6,900円を加えた額

基準直示天びん
感量が1mgを超え又はひょう量の2万分の1を超
えるもの 7,900円 

感量が1mgを超え又はひょう量の2万分の1を超
えるもの 4,900円 

基準台手動はかり

能力

基準手動天びん

能力

基準タンク

体積基準器

一級基準分銅

二級基準分銅

三級基準分銅

質量基準器 質量計・定期検査手数料

能力

2以上のゲージグラスを有するものは、ゲージグラスが1増す
ごとに当該金額の2分の1を加えた額

電気式

光電式 代検査※を御受
検ください。を超えるｋｇ300〃

棒はかり
直線目盛

上記以外のもの

※　最小目盛又は表記された感量がひょう量の１万分の１未満のものは、当該金額の２倍の額

※　複目量はかり又は複合計量器は、それぞれのひょう量に応じた金額の合計額

※　代検査とは、計量士による定期検査に代わる検査です。

250円 

代検査※を御受
検ください。を超えるｋｇ300〃

代検査の料金は、定期検査手数料とは異なりますので、代検査を行う計量士にお問い合わせください。

代検査を行う計量士については、岩手県HPに掲載しております。

ｈttp://www.pref.iwate.jp/ 産業・雇用→産業振興→中小企業振興→計量

分銅・おもり 10円 

種類
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岩手県計量法関係手数料一覧（令和８年３月31日まで）

手数料

適正計量管理事業所の指定にかかる計量管理方法検査手数料
（計量法第127条第３項に基づく検査） 7,400円 

特殊容器製造事業の指定申請手数料 162,600円 

計量証明事業登録簿謄本交付手数料（１通あたり） 760円

計量証明事業登録簿閲覧手数料　１回 370円 

適正計量管理事業所の指定申請手数料 2,550円 

計量証明事業の登録手数料 53,800円 

計量証明事業登録証の訂正手数料 1,750円 

計量証明事業登録証の再交付手数料 1,750円 

事業の指定・登録関係

種類

指定製造事業者の指定にかかる品質管理方法検査手数料
（計量法第91条第２項に基づく検査） 426,300円 
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